
別紙様式第２－５号 

 

平成１９年度 水田農業構造改革交付金産地づくり計画書 

 

扶桑町地域水田農業推進協議会  

１ 共通事項 

（１） 本協議会の範囲 

     本協議会の範囲は、扶桑町とする 

（２） 助成対象となり得る水田等の確認方法 

     ・水田台帳、過去の生産調整実績等（畦畔、はざ場等が含まれていない田本地面積か 

      どうか） 

     ・８月１日現在において、かい廃等が行われていないかどうか 

（３） 生産調整実施者の確認方法 

     本協議会による現地確認または農業共済組合から提供された情報 

（４） 集荷円滑化対策の生産者拠出金を納付している者の確認方法 

     東海農政局消費・安全部地域第一課より提供された情報 

（５） 同一年度内に、同一ほ場において複数の使途に取り組んだ場合及びひとつの取組で複

数の使途の定められたそれぞれの要件の全て満たす場合における取扱い 

     土地利用集積助成と担い手育成助成に該当すれば重複交付を受けることができるもの 

     とする 

（６） その他の共通事項 

     なし 

 

２ 産地づくり事業、稲作構造改革促進事業、担い手集積加算事業及び産地づくり特別加算事業 

（１） 総括表 

（単位：円） 

活  用  額 

産地づくり特別加算事業 

 都道府県

協議会か

らの配分

額 

産地づくり事業 稲作構造改革

促進事業 

担い手集積加

算事業 

稲作構造改革

促進事業 

担い手集積加

算事業 

産地づくり交付金 9,310,000 9,310,000  

基本部分 0 0 0 0稲作構造

改革促進

交付金 
担い手集

積加算 
0 0  0

計 9,310,000 9,310,000 0 0 0 0

〈記入上の注意〉 

活用額の欄は、都道府県協議会からの配分額を基に、地域協議会の判断でそれぞれの事業の

活用する額を記入すること。 



（２） 使途ごとの活用計画 

（単位：ｈａ、円、円／１０ａ） 

活  用  額 

産地づくり特別加算事業 
使途 

の分類 

(記号 

番号) 

助成金の使途の名称 

助成 

対象 

面積 
産 地 

づくり 

事 業 
基本部分 

からの 

活用額 

担い手集積

加算からの

活 用 額

稲作構造改革

促進事業 

担い手集積 

加算事業 

計 
助成

単価

支払

時期

備 

考 

７１１ 
転作作物の作付に助成 

(土地利用集積助成) 
17.0 5,950,000 0 0  5,950,000 35,000 3 月  

Ｇ１１ 
転作作物の作付に助成 

(担い手育成助成) 
17.0 2,550,000 0 0  2,550,000 15,000 3 月  

７Ｄ３ 協議会運営費  810,000  810,000   

        

        

        

 
米価下落等の補てん 

（基本部分） 
      

 当年度分       

 

米価下落等の 

補てん 

（担い手集積

加算） 
（前年度分)       

計  9,310,000  9,310,000   

〈記入上の注意〉 

１ 助成金の使途の名称の欄は、各使途ごとに記入すること。 

２ 前年度までの担い手集積加算の未払い分がある場合には、その欄に記入すること。 

 

（３） 産地づくり事業、稲作構造改革促進事業、担い手集積加算事業及び産地づくり特別加

算事業の内容等 

（ア） 産地づくり事業及び産地づくり特別加算事業の各使途ごとの内容等 

助成金の使途の名称 転作作物の作付に助成（土地利用集積助成） 

使途の分類 

（記号番号） 
７１１ 

具体的内容 

［支出の項目］ 

麦を土地利用集積した場合、その作付面積に応じて作付に協力した地

権者及び実際の耕作者に対して助成を行う 

効果 

・水田を活用した産地づくりと水田農業の構造改革の推進に資する 

・麦をまとまったほ場で計画的に生産することにより、米の生産調整

の推進に資するものであり、また良好な水田環境の保全に寄与すると

考える 

助成要件 

［支出の対象］ 

・作付作物は麦であること 

・地域水田農業ビジョンに記載された担い手と農作業受委託契約を締

結し、それに基づき作付された契約水田の地権者（担い手の自作水田

部分については、担い手）に対して助成を行う 

・地権者及び地権者と利用権設定を行い、地域協議会に報告があり承

認された実際の耕作者 

・通常の収穫を得るに必要な栽植密度があるとともに、通常の肥培管



理が行われていること 

・本協議会の生産調整実施者の確認を受けた者であり、かつ集荷円滑

化対策の生産者拠出金を納付している農業者 

・作付確定面積通知を受けていないため生産調整実施者の確認を受け

ていない農業者であっても、水稲の作付（生産調整方針の運用に関す

る要領（以下「運用要領」という。）第６の２に定める生産確定数量の

外数として扱う米穀に係る水稲の作付を除く。）を行っていないこと

が確認された場合には、助成対象となり得る 

・集荷円滑化対策の生産拠出金を納付していない農業者であっても、

水稲の作付（運用要領第６の２に定める生産確定数量の外数として扱

う米穀に係る水稲の作付を除く。）を行っていない事が確認された場

合又は集荷円滑化対策実施要領（平成１６年４月１日付け１５総食８

２８号農林水産省総合食料局長通知。以下「集荷円滑化要領」という。）

第１の２の（２）の規定により水稲作付面積の控除を行った結果、生

産者拠出金が０円となる場合には、助成対象となり得る 

・対象作物の収穫年度に水稲の作付（生産確定数量の外数として扱わ

れるもののうち、ほ場が特定されているものを除く。）が行われていな

いこと 

確認方法 

・作付面積の確認（公的資料との照合） 

・通常の収穫、通常の肥培管理が行われていること 

（現地見回り：１２月から５月にかけて随時） 

・水稲の作付けが行われていないこと 

（現地見回り：７月下旬） 

・全作業受委託の場合、受委託契約書の写し 

・扶桑町地域水田農業ビジョン 

・利用権設定については、農地基本台帳及び扶桑町農業委員会資料 

助成水準 

［積算根拠］ 

（助成額の算定方法）

・麦の作付面積１０ａあたり３５，０００円以内 

・ただし、土地利用集積助成の費用の合計が県協議会からの助成総額

を上回ることが農業者等からの営農計画書を取りまとめた結果明らか

になった場合は、次式により単価調整を行うものとする 

単価調整の方法 

               ５，９５０千円相当額 

調整後の単価＝調整前の単価×――――――――――――― 

              調整前の土地利用集積助成に係る費用の合計 

 



 

助成金の使途の名称 転作作物の作付に助成（担い手育成助成） 

使途の分類 

（記号番号） 
Ｇ１１ 

具体的内容 

［支出の項目］ 

麦を土地利用集積して作付した場合、作付面積に応じて作付を行った

担い手に対して助成する 

効果 

・担い手の規模拡大と経営安定に資する 

・まとまったほ場で麦を計画的に生産することにより米の生産調整の

推進に資するものであり、また、良好な水田環境の保全に寄与すると

考える 

助成要件 

［支出の対象］ 

・作付作物は麦であること 

・通常の収穫を挙げ得るに必要な栽植密度があるとともに、通常の肥

培管理が行われていること 

・本協議会の生産調整実施者の確認を受けた者であり、農業共済資格

団体その他栽培、集出荷、販売等の過程を共同で行うことを目的とす

る生産集団（農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人その他

農業者で組織する団体（法人格を有しないものについては、３以上の

農業者で構成し、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について

の規約の定めがあるものに限る）以下、「農業者等」という。） 

・全作業受託により対象作物の作付に係る作業を実施している担い手

であること 

・地域水田農業ビジョンに記載された担い手であること 

・作付確定面積通知を受けていないため、生産調整実施者の確認を受

けていない農業者であっても、水稲の作付（運用要領第６の２に定め

る生産確定数量の外数として扱う米穀に係る水稲の作付を除く。）を行

っていないことが確認された場合には、助成対象となり得る 

・対象作物の収穫年度に水稲の作付（生産確定数量の外数として扱わ

れるもののうちほ場が特定されているものを除く。）が行われていない

こと 

確認方法 

・作付面積の確認（公的資料との照合） 

・通常の収穫、通常の肥培管理が行われていること 

（現地見回り：麦１２月～随時） 

・水稲の作付けが行われていないこと 

（現地見回り：７月下旬） 

・全作業受委託の場合、受委託契約書の写し 

・扶桑町地域水田農業ビジョン 

・利用権設定については、農地基本台帳及び扶桑町農業委員会資料 



助成水準 

［積算根拠］ 

（助成額の算定方法）

・麦の作付面積１０ａ当たり１５，０００円以内 

・ただし、担い手育成助成の費用の合計が県協議会からの助成総額を

上回ることが農業者等からの営農計画書を取りまとめた結果明らかに

なった場合は、次式により単価調整を行うものとする 

単価調整の方法 

              県協議会からの助成総額のうち 2,550千円に相当する額 

調整後の単価＝調整前の単価×―――――――――――――――― 

               調整前の担い手育成助成に係る費用の合計 

 



 

助成金の使途の名称 協議会運営費 

使途の分類 

（記号番号） 
７Ｄ３ 

具体的内容 

［支出の項目］ 

謝金（地域協議会委員に対して支払う）、事務費（会議費、通信運搬費、

賃金、消耗品費）等の経費に対して支払う 

効果 

協議会運営費を有効活用することにより、適正な助成金の交付及びビ

ジョンの進行管理等効率的な協議会の執行が図られることで水田農業

構造改革の推進等に資する 

助成要件 

［支出の対象］ 

・謝   金：地域協議会開催に係る出席委員への謝金 

・事務等経費：助成金交付事務に係る臨時職員の賃金 

確認方法 

・謝   金：会議開催通知、受領書 

・事務等経費 

 賃金：雇用契約書、出勤簿 

 会議費：会議開催通知、出席者名簿、領収書並びに請求書 

 消耗品費：成果品、領収書並びに請求書 

 通信運搬費：領収書 

 使用料：領収書 

助成水準 

［積算根拠］ 

（助成額の算定方法）

・謝   金 

 5,500 円（扶桑町報酬基準）×17名×3回＝280,500 円 

・事務等経費 

 賃金 

 800 円（扶桑町臨時職員基準）×5時間×90日＝360,000 円 

 会議費 

 飲物等 200 円×30名×3回＝18,000 円 

 消耗品費 

 書籍等購入費 46,000 円＋事務用品等購入費 50,000 円＝96,000 円 

 通信運搬費 

 会議開催通知 80 円×500 通＝40,000 円 

 使用料（小牧 IC～岡崎 IC） 

  3,100 円×5回＝15,500 円 

単価調整の方法 
【当初計画より実績が増加した場合】 

・農協主催の別団体の助成金により不足分を補う 

 



 

〈記入上の注意〉 

１ 「（ア） 産地づくり事業及び産地づくり特別加算事業の各使途ごとの内容等」については、

各使途ごとに作成すること。 

２ 助成金の使途の名称の欄は、産地づくり事業に産地づくり特別加算事業を上乗せで実施する

場合は、地域協議会が実施する使途の名称の後に、【産地づくり特別加算事業分】と記入するこ

と。 

３ 使途の分類の欄には、交付金の使途の範囲、助成種別、助成方法によって分類することとし、

記入にあたっては、別表の区分に従い対応する記号番号（１つの助成金の使途の名称に複数の

使途の分類記号番号で区別される内容が含まれている場合は、原則として複数の記号番号）を

記入すること。 

４ 具体的内容の欄は、どのような取組に対して助成金を活用するのかが明らかになるように、

具体的に記入すること。（協議会自らの活動に要する経費か、農業者その他産地づくり計画書に

おいて助成の対象となり得る者への助成に要する費用かを明記すること。さらに、農業者その

他産地づくり計画書において助成の対象となる得る者への助成に要する費用の場合には、経費

助成なのか、その他奨励的な助成なのかを明確にすること。） 

なお、産地づくり特別加算事業は、助成金等の交付に関する事務に要する経費及び地域協議

会の運営に係る経常的な経費を内容とする使途には活用できない。また、産地づくり特別加算

事業のうち担い手集積加算分からの活用は、産地づくり事業の担い手への育成に視する使途に

限定されていることに留意すること。 

５ 効果の欄は、当該使途の種類に活用した際に得られる効果が、 

（１） 地域水田農業ビジョンに掲げた目標の達成に寄与しているか 

（２） 使途の分類の欄に記載する番号の内容に照らして適当かどうか 

（３） 水田環境等の良好な保全に寄与しているかどうか 

といった観点から記入すること。 

また、使途の分類の欄に記載する番号が複数ある場合には、それぞれの内容に照らして適当

かどうかを明確に記入すること。 

６ 地域協議会が自らの活動に要する費用については、助成要件の欄には対象となる経費の種類

（別紙１１の内容の欄に掲げる経費に分類したものをいう。）とその具体的な内容を記入する

こと。 

７ ［ ］は助成金等の交付に関する事務に要する経費及び地域協議会の運営費係る経常的な経

費その他地域協議会が自ら行う活動に要する経費を記入する場合に読み替える項目名である。 

８ 前年度の取組に対して、今年度の地域協議会助成事業を活用して助成する場合は、「（１）総

括表」及び「（ア）産地づくり事業及び産地づくり特別加算事業の各使途ごとの内容等」にその

旨明記すること。 



（イ） 稲作構造改革促進事業（該当なし） 

助成金の使途の名称  

助成要件  

確認方法  

助成水準  

基準収入及び 

当年産収入の算出方法 
 

補てん単価の算出方法 

（補てん額の算出方法） 
 

単価調整の方法  

 

（ウ） 担い手集積加算事業（該当なし） 

助成金の使途の名称  

助成要件  

確認方法  

助成水準  

基準収入及び 

当年産収入の算出方法 
 

補てん単価の算出方法 

（補てん額の算出方法） 
 

単価調整の方法  

〈記入上の注意〉 

「（イ）稲作構造改革促進事業」及び「（ウ）担い手集積加算事業」の「基準収入」及び「当

年産収入」の算定方法の欄は、都道府県協議会が定める稲作構造改革促進事業及び担い手集積

加算事業についての基準収入及び当年産収入の算出において使用するデータ以外の客観的な

データを使用する場合は、そのデータの算出根拠がわかる資料を添付すること。 



３ 新需給調整システム定着交付金助成事業（該当なし） 

（１） 総括表 

使途の区分及び 

使途の名称 
作目等区分 員 数 単 価 

金 額 

（円） 
備 考

１ 大幅な超過達成

に関する使途 

２ 地域振興作物の

振興に関する使途 

３ その他意欲的な

生産調整に関する

使途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合  計   

（注） 員数の欄には、金額を算出する基となる面積、数量等の数値と単位を記入すること。 

 

（２） 使途ごとの内容 

使途の名称  

作物等区分  

具体的内容  

効果  

助成の要件  

確認方法  

助成水準 

（助成額の算定方法） 
 

単価調整の方法  

〈記入上の注意〉 

１ 「（１）総括表」の「１大幅な超過達成に関する使途」及び「３その他意欲的な生産調整に関

する使途」の区分及び使途の名称の欄の記入については、都道府県協議会が定める新需給調整

システム定着交付金助成の活用方針の具体的な活用計画の使途の区分１つにつき、原則として

それぞれ１つまで選択できる。 

２ 「（１）総括表」の活用の区分の「２地域振興作物の振興に関する使途」を選択する場合にお

いて、作物等区分欄の記入については、都道府県協議会が定める作物等区分から選択すること。

また、複数設定した場合は、枝番号をつけて区分すること。 

３ 新需給調整システム定着交付金助成事業の使途に係るガイドラインの細部運用に定めるとこ

ろにより、旧市町村ごと、旧地域協議会ごと又は営農条件の異なる区域ごとにその他意欲的な

生産調整の取組の使途を複数設定した場合は、活用の区分の欄に枝番号を付けて区分するとと

もに、旧市町村、旧地域協議会又は区域の範囲を記入すること。 

４ 「（２）使途ごとの内容」は、「（１）総括表」の使途の名称ごとに作成するものとし、都道府



県協議会が定める新需給調整システム定着交付金助成の活用方針の具体的な活用計画を参照し

つつ、どのような取組に対して助成金を活用するのかが明らかになるように、具体的に記入す

ること。 

５ 効果の欄は、当該使途に助成金を活用した際に得られる効果が、当該地域協議会（３の場合

は旧市町村、旧地域協議会又は区域ごとに）における生産調整への意欲的な取組の助長にどの

ように寄与しているのかといった観点から記入すること。 



４ 需要量に関する情報 

 

（１）市町村から第三者機関的組織への需要量に関する情報の提供 

市町村が情報提供した第三者機関的組織別の需要量に関する 都道府県から市町村への需要量に関

する情報 情報の計 
生産数量目標の補正 

280 280

合   計 280

 

（２）第三者機関的組織から認定方針作成者への需要量に関する情報の提供 

第三者機関的組織が情報提供した認定方針作成者別の需要量 市町村から第三者機関的組織への需

要量に関する情報 に関する情報の計 
生産数量目標の補正 

280 280

 


